
- 1 -

浜田水産高等学校 寄宿舎調理業務委託 

公募型企画提案募集要領 

 

１ 趣旨 

島根県立浜田水産高等学校の寄宿舎調理業務を民間事業者に委託するにあたり、民間事業者の

技術力や専門性を活用するとともに寄宿舎の調理業務の安全性及び安定性を確保するため、公募

型企画提案方式（プロポーザル方式）により委託事業者を決定する。 

 

２ 委託業務の内容等 

（１）業務名 

   浜田水産高等学校 寄宿舎調理業務 

（２）契約期間 

   令和８年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

（３）委託業務の内容 

   別添１「浜田水産高等学校寄宿舎調理業務委託仕様書」のとおり 

（４）委託料の上限 

   21,912,000 円（消費税及び地方消費税を含む） 

   食事材料費は、委託料とは別に支払うものとし、１人１日当たり 1,300 円程度を予定し、提

供実績に応じて支払う。 

 

３ 企画提案参加資格 

 この公募型プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

（１） 地方自治法施行令第 167 条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（２） 地方自治法施行令第 167 条の４第２項の規定に該当しない者であること。 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第２条第６号に 

  規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第２号に規定する暴力団若しく 

   は暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている者でないこと。 

（４） 島根県内に本店、支店、営業所、その他の事業所又は事業実績を有していること。 

（５） 島根県税（個人の県民税及び地方消費税を除く。）について、未納の徴収金（納期限が到来 

  していないものを除く。）がない者であること。 

（６） 消費税及び地方消費税について、未納の税額（納期限が到来していないものを除く。）がな 

  い者であること。 

（７） 島根県が実施する入札について、指名停止の措置を受け、提案競技参加の申し出時において 

  その措置の期間が満了していない者であること。 

（８） 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続又は民事再生法（平成 11 年法律第 

  225 号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者（申立てがなされている者であっ 

   ても、手続開始の決定後、島根県が別に定める手続に基づき入札参加資格の受付がなされ 

   ている者は除く。）でないこと。 

（９） この調達の公告日から起算して、過去１年以内に労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）、 

労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）その他の労働関係法令の違反によって公訴を提

起され、送検され、又は命令その他の当該法令の規定に基づく行政処分（是正勧告等の行

政指導を除く。）を受けた者でないこと。 

（10）この調達の公告日から起算して過去３年以内に、福祉施設又は学校における給食業務に係る

食品衛生法の規定に基づく営業停止処分を受けた者でないこと。 

（11）この調達の公告日から起算してから起算して過去２年以内に、食品衛生法の規定による営業
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許可（飲食店営業）の取り消し処分を受けた者でないこと。 

（12）この調達の公告日から起算して過去３年以内に、地方自治法第 244 条の２第 11 項の規定に

より島根県から給食調理業務に係る委託契約を解除された者、又は委託契約の締結を辞退し

た者でないこと。 

 

４ 企画提案への参加申込及び辞退 

  企画提案の参加を希望する事業者は、様式１「企画提案参加申出書」に必要事項を記入し提出

すること。なお、参加申出書の提出後に企画提案を辞退する場合は、企画提案書の提出期限まで

に様式２「辞退届」を提出すること。 

 

 （１）企画提案参加申出書の受付期間 

    令和８年１月２１日（水）から令和８年１月２８日（水）までの閉庁日を除く午前９時か

ら午後５時まで 

 （２）提出先 

    島根県立浜田水産高等学校 （担当：香川、前田） 

    〒６９７－００５１ 浜田市瀬戸ヶ島町２５番地の３ 

    電話 ０８５５－２２－３０９８ 

 （３）提出方法 

    上記提出先への直接又は郵送等により提出すること。なお、郵送等の場合は提出期限必着

とする。 

 

５ 企画提案に関する現地説明の実施 

（１） 開催日時  令和８年１月７日（水）１４：００から 

（２） 場  所  島根県立浜田水産高等学校 寄宿舎 

（３） そ の 他  説明会の出席者は１事業者２名以内とし、前日までに出席する旨を電話で 

      連絡すること。なお、参加希望者がいない場合は実施しない。 

 

６ 本委託業務及び企画提案に関する質問 

 （１）受付期間  令和７年１２月２２日（月）午前９時から令和８年１月１６日（金）午後５

時まで 

 （２）提出方法  様式３「質問書」の形式で作成し、電子メール又はＦＡＸにて送付すること。 

 （３）提 出 先  アドレス hamadasuisankoko@pref.shimane.lg.jp 
          Ｆ Ａ Ｘ ０８５５－２３－４８１１ 

（４）質問に対する回答方法 受け付けた質問に対する回答を取りまとめた上で、令和８年１月

２０日（火）を目処に全ての企画提案参加事業者に対して電子メール又はＦＡＸにより通知

する。 

（５） その他 

受付期間経過後の質問、参加資格を有しない事業者からの質問及び指定した方法以外の方 

法での質問は一切受け付けない。 

 

７ 企画提案書の作成内容等 

  企画提案書は、１事業者１提案とし、別添２「浜田水産高等学校 寄宿舎調理業務委託の企画

提案に関する提案項目及び審査基準」に定める各様式により作成し、下記により提出すること。 

（１） 企画提案書の形式 

Ａ４（縦横を問わない）、横書きとし、図、表、その他必要と思われる資料を添付するこ

と。 
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 （２）提出部数 

   正本１部、副本１部とし、正本には代表者印を押印すること。 

（３）提出先 

    ４（２）に同じ 

 （４）提出方法 

    ４（３）に同じ。ただし、郵送等の場合は提出期限必着とし、提出期限に到着しない場合は

失格とする。 

（５） 企画提案書の受付期間 

令和８年１月２１日（月）から令和８年１月２８日（水）までの閉庁日を除く午前９時から

午後５時まで。 

（６） その他 

提出後の企画提案書の追加・修正・差し替えは一切認めない。 

  

８ 企画提案の審査・選考 

   企画競争の審査を公正に行い、契約の相手方となる候補事業者を選考するため、「浜田水産

高等学校 寄宿舎調理業務委託企画提案選定委員会」（以下「選定委員会」という。）を設置す

る。 

   審査は、提出された企画提案書による書面審査及び選定委員会における事業者からの説明（プ

レゼンテーション及びヒアリング、以下「面接審査」という。）に基づき実施する。 

   なお、面接審査についてはリモートによることも可とする。 

   選定委員会において、別添２「浜田水産高等学校 寄宿舎調理業務委託の企画提案に関する提

案項目及び審査基準」中「2．審査基準」により委員ごとに採点を行い、最も適した提案内容の

ものを本業務の委託予定者として選定する。 

   なお、応募状況により、書類審査を実施した上で面接審査の実施対象者を選定する場合があ

る。 

   また、審査の結果、委託予定者を選定しないことがある。 

   面接審査の実施は、令和８年２月上旬とし、実施日時等の詳細については、別途通知する。 

 

９ 審査結果等の通知 

  審査終了後、速やかに全ての企画提案参加事業者に対し書面で審査結果を通知する。 

  なお、審査結果は島根県情報公開条例に基づく開示請求があった場合には開示の対象となる

が、選定委員会は非公開とし、審査の経過等に関する問い合わせには応じない。 

 

10 契約 

（１） 本件企画競争による委託事業者の選定については、当該委託契約に係る予算が議会で可決さ

れ、令和８年４月１日以降において当該予算の執行が可能となったときにその効力が生じるも

のであり、委託予定者に選定された事業者と協議、調整を行い、協議等が整った上で随意契約

を締結する。 

（２） なお、委託予定者との協議等が整わない場合は、次点企画提案の事業者と改めて協議を行う 

こととする。 

  

11  その他 

（１） 守秘義務 

本件において、学校から提供を受けた文書及び知り得た情報については、本企画提案以外 

の目的に使用してはならない。   

（２） 経費の負担 

本企画提案に係る一切の費用は、企画提案参加事業者の負担とする。 
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（３） 提出書類 

本企画提案に際し提出された書類は、返却しないものとする。 

    なお、提出された書類は、企画提案の審査・選考の用途以外には利用しない。ただし、情

報公開請求があった場合は、別途協議する。 

（４） 失格 

以下の項目に該当した企画提案参加事業者は、失格とし、その旨を書面で通知するものと 

する。 

   ア 虚偽の記載や、他の企画提案参加事業者の妨害、他人の提案の代理をするなどの不正行 

為があったと認められたとき。 

     イ 指定された面接審査の日時に出席しないとき。 

（５） その他 

   ア  企画提案書の内容に不明な点があれば照会を行うことがある。 

   イ  提出された書類以外に、審査に必要な書類の提出を求める場合がある。 


